
今後のフロン類等対策の方向性について	  
～フロン回収・破壊法の改正～	

平成２５年１１月	  
経済産業省　製造産業局　化学物質管理課	  

オゾン層保護等推進室	  



冷媒	  
ｴｱｿﾞｰﾙ用	  
発泡剤	  
洗浄剤	  

２００７年	  
国内出荷量	  

約５万ｔ	
	

１９８９年	  
国内出荷量	  

約１６万ｔ	
	

　フロン類はオゾン層破壊効果(一部のみ)と非常に強い温室効果(ＧＷＰ※が数千
～数万)を持つ。近年は主に温暖化防止対策が焦点に。 
→フロン類の主要な３種類のガス（ＨＦＣ、ＳＦ６、ＰＦＣ）は京都議定書の対象ガス	 

１．フロン類の課題：オゾン層破壊と温室効果	 

特定フロン	  
(ＣＦＣ、ＨＣＦＣ)	

代替フロン	  
（ＨＦＣ、ＰＦＣ，

ＳＦ６）	

ノンフロン・	  
低ＧＷＰ化	

・８０年代にオゾン層破壊効果が判明。	  
・「オゾン層保護法」（８９年制定）による	  
製造・輸入等制限。２０２０年までに廃絶。	

・９０年代に温室効果が問題化。	  
・産業分野では９８年から自主行動計画	  
　（２２団体）を策定。	  
・冷凍空調機器では、「フロン回収・破壊	  
　法」（０２年施行）による使用済フロンの	  
　専門業者への引渡及び破壊を義務付け	

オゾン層破壊効果有	

温室効果　大	オゾン層破壊効果無	

温室効果　大	

温室効果　小	  オゾン層破壊効果無	

代替	

代替	

フロン類の転換経緯	

　一部分野で実用化	  
　一層の技術開発・普及促進が必要。	

2	 
※GWP:地球温暖化係数（ＣＯ２を１とした

場合の温暖化影響の強さを表す値）	

フロン類の用途別出荷量	

１９８９年 
（オゾン層保護法施行時）	

２００７年 
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	 	 代替フロン等(京都議定書対象)の排出量は、産業分野を中心に大きく減少し削減目標を	 
上回って推移してきたが、今後は冷凍空調分野を中心に急増の見込み。(今後１０年で２倍超)	 

	 
　	 

（百万t-CO2）	

（ＢＡＵ：Ｂuｓｉｎｅｓｓ　Ａｓ　Ｕｓｕａｌ　※フロン分野の排出推計においては、現状の対策を継続した場合の推計を示す。）	

２０１１年の排出量は、基準年（１９９５年）比、産業分野で▲８９％、冷凍空調機器では２４倍増。　　　　　　　　　　　　 

代替フロン等(京都議定書対象)の排出量推移	

※ ２０２０年に我が国温室効果ガス排出量に占める割合は約４％。（２０１１年約２％） 
　	 業務、家庭等の民生分野に限定して比較すると、約１１％に相当。	 （２０１１年約５％）	 

出典：　実績は政府発表値。2020年予測は、冷凍空調機器出荷台数（日本冷凍空調工業会）、使用時漏えい係数、廃棄係数、回収実績等から経済産業省試算。	

２．フロン類の排出量は今後急増	 

冷媒の市中ストック（BAU推計）（CO2換算)	 

ＨＣＦＣ計	 ＣＦＣ計	 ＨＦＣ計	

特定フロン	
（オゾン層破壊物質）	

（オゾン法で生産等を規制）	

代替フロン	

冷
媒

ス
ト

ッ
ク

量
（
C

O
2換

算
）
百

万
t-C

O
2	

転換	

2020	
BAU	

京都議定書の目標（３１百万t-CO2）	
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ＥＵのＦガス規則見直し	  
	  
　2007年に施行された現在のFガス（フッ素化温
室効果ガス）規制では、指定されたHFCなどの
冷媒の漏れ、排出防止を中心とした規制。	
　2012年11月、EU委員会はＨＦＣ製造のフェー
ズダウン、高ＧＷＰ冷媒の禁止等を含む改定案
を公表し、議会、理事会に送付。	
	  

　	 

	  

「リオ+２０」サミット（平成２４年６月）	  

＜ＨＦＣの総量削減合意＞	  

「我々は、オゾン層破壊物質（ＯＤＳ）の全廃によ
り、温室効果の高いハイドロフルオロカーボン
（ＨＦＣ）の使用が急増し大気放出につながって
いることを認識し、ＨＦＣの消費量及び生産量の
段階的削減を支持する。」	 

	  

ＨＦＣを含む短期寿命気候汚染物質の排出
削減に向けた国際的イニシアティブ　　（ＣＣ
ＡＣ）　（平成２４年４月）	  
	  

　米国が立ち上げ、Ｇ８首脳会合（平成２４年５
月）では、各国がＣＣＡＣ加入を表明。	  
　昨年12月、閣僚会合で「リオ＋２０の合意
を踏まえて、ＨＦＣの消費量及び生産量の段
階的削減を支持する。」との議長サマリーを
発表。	 

３．国際的な規制動向	 

	  

モントリオール議定書の改正提案	  
	  
　モントリオール議定書の下でHFCの生産・消費
規制を導入すべき旨の議定書改正提案が北米
３カ国等から提出されている。 	
　 昨年１１月の締約国会合においては、議論を
進めるためのディスカッショングループが設置さ
れ、代替技術や財政面の課題等についてのよ
り実質的な議論が行われたが、引き続きの検
討となった。	
	  

　	 



破壊義務	

フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括的な対
策に。各段階の当事者に「判断の基準」遵守を求める等の取組を促す。 
(1) フロン類製造輸入業者	

　フロン類の転換、再生利用等により、新規製造輸入量を計画的に削減	

(2) フロン類使用製品（冷凍空調機器等）製造輸入業者	
　製品ごとに目標年度までにノンフロン・低GWPフロン製品へ転換	

(3) 冷凍空調機器ユーザー（流通業界等）	
　定期点検によるフロン類の漏えい防止、漏えい量の年次報告・公表	

(4) その他	
　登録業者による充塡、許可業者による再生、再生/破壊証明書の交付等	

フロン類対策の一層の推進について （改正フロン法の概要）	

低ＧＷＰ・	  
自然冷媒等	

フロン類	

対策強化後	フロン類対策の現状	

廃棄時回収率	  
低迷	  

フロンメーカー	

スーパー　　　	

ユーザー	

断熱材	

製品メーカー	

回収業者	破壊業者	

	  

	フロン類	

	  
使用時漏えい	  

	  

	  
	

(1)フロン類の転
換、再生利用に
よる新規製造量
等の削減 

(2)冷媒転換の促進 
（ノンフロン・低GWPフロン製
品への転換） 

フロンメーカー	 製品メーカー	

　

一
部
再
生
利
用 

（

回
収
率
向
上）

	
再
生
品	

スーパー　　　	
ユーザー	

充塡回収業者（回収）	
破壊業者、	  
再生業者	

定期点検	

不調時点検・充
塡	

低

	
再
生
品	

低ＧWＰ 
エアコン	

ＣＯ２ 
ｼｮｰｹｰｽ	

ノンフロン 
断熱材	 ノンフロン 

ﾀﾞｽﾄﾌﾞﾛﾜｰ	

フロン法
改正 

法対象	

エアコン	

ﾀﾞｽﾄﾌﾞﾛﾜｰ	

ｼｮｰｹｰｽ	

対象拡大	

漏えい量報告	

充塡回収業者（充塡）	

充塡量報告	

※ＧＷＰ＝地球温暖化係数	

・オゾン層破壊効果を持つフロン類（CFC
等）は着実に削減。 
・他方、高い温室効果を持つフロン類等
（HFC等）の排出量が急増。１０年後には
現在の２倍以上となる見通し。	

・現行のフロン法によるフロン廃棄時回
収率は３割で推移。加えて、機器使用時
の漏えいも判明。	

・国際的にも規制強化の動き。	

現行フロン法では、特定機器の使用済フロン類
の回収・破壊のみが制度の対象。	

	  
HFC大幅増	  

	  

(4)充填行為の適正化	 

(3)業務用機器の
冷媒適正管理 
（使用時漏えいの
削減）	

(4)再生行為の
適正化、 
証明書による
再生／破壊完
了の確認	 
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その他（産業
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2020	
推計	

百万t-CO2	

４．改正フロン法の概要	 



フロン類対策の一層の推進について （改正フロン法の概要）	４．改正フロン法の概要（今後の検討スケジュール）	 

	

☆　平成２５年 ６月１２日　改正フロン法　公布  

☆　平成２５年 ９月１１日　改正法一部規定（再生業許可申請等）　施行 

　　 平成２５年８月～平成２６年夏～秋頃まで 

　　　　　　　　　　　　　　審議会（産構審・中環審）において制度の詳細を検討 

　　 平成２６年夏～秋以降　　関係政省令・告示等の公布 

☆　平成２７年 ４月　１日　改正法　全面施行（予定） 
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○機器を使用するユーザーが、所有ないし占有に伴う管理責任を有することから、使用時に
フロンを漏えいしないような適切な管理を求める。 

○機器メーカーや設備事業者についても、冷媒の漏えいしにくい機器設計や製造、現場施
工の技術水準向上や管理の実務を担う知見を有する者の確保・養成等が求められる。 

（百万t-CO2）	
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10	

代替フロン等３ガス(京都議定書対象)の2020年排出予測（ＢＡＵ） 
と機器使用時漏洩源の内訳	

その他	
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漏洩量	  

小型冷凍冷蔵機器	  

大型冷凍機	  

その他中型冷凍冷蔵機器	  

ビル用ＰＡＣ	  

その他業務用	  

家庭用エアコン	  

別置型ショーケース	  

【使用時漏洩の主な原因】	  
○経年劣化、ユーザーの管理不足	  
○修理せずに冷媒を継ぎ足し	  
　　（繰り返し充てん）	  
	
【主な検討項目】	  
①機器ユーザーの機器管理水準の引上げ	  
　：機器ユーザーが遵守すべき管理基準（※）を国が設定。	  

（※使用環境の適正化、点検、修理等を予定）	  

②冷媒漏えい量報告・公表	  
　：一定量以上の冷媒フロン類を漏えいした事業者に対し、毎年度、

排出量等の国への報告を求め、国はそれを公表。	

③繰り返し充填の防止	  
　：機器の整備不良を放置したまま、冷媒を繰り返し充填する等の

不適切な取り扱いを防止するため、一定の知見を有する者が充
填を行うことを確保できるよう仕組みを導入し、行政が一定の監

督を行う。	  

５．具体的対策の方向性　①業務用冷凍空調機器使用時 
　　　におけるフロン類の漏えい防止（使用者による冷媒管理）	 

漏えい量	
出典：産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止対策小委員会、中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会合同会議報告書 
　　　　「今後のフロン類等対策の方向性について」（平成２５年３月）	
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○具体的な点検項目	 　漏えい点検・修理ガイドライン（ＪＲＣ　ＧＬ-01）の概要	

（参考）定期点検方法の例（業界ガイドライン）	 



	 
	 
○改正フロン法により新たに冷媒の管理が求められる、多
種多様な業務用冷凍空調機器ユーザーの行う冷媒の適正
管理手法の確立や管理技術者の育成を図り、効果的な冷
媒管理体制を整備し、冷凍空調機器等の省エネルギーを
実現します。	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
○高い温室効果を持つフロン類の製造から廃棄に至るまで
のライフサイクルを見据えた包括的な対策を実現するた
めに、今国会で成立した改正フロン法を踏まえ、業務用
冷凍空調機器等のユーザー事業者（全国約３００万事業
者）が冷媒管理を適切に行うための事業を実施します。	 

	 
○冷凍空調機器等に含まれる冷媒のフロン類が漏えいする
ことにより減少すると、当該機器の消費電力の増大につ
ながります。これは適正なメンテナンスを行うことで防
止することが可能であり、フロン類の漏えい防止対策を
講じることにより機器の省エネルギーが実現します。	 

	 
○本事業では、具体的には、幅広い事業者が冷媒管理を行
うために必要な適切かつ簡便な設備点検マニュアルの策
定、及び管理技術の向上のための人材育成等を行います。	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

冷媒管理技術向上支援事業 
　平成2６年度概算要求額　１．３億円（新規） 

製造産業局　化学物質管理課 
オゾン層保護等推進室 

03-3501-4724 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国

委託	 

民間調査機関等	 

低ＧＷＰ・	  
自然冷媒等	

フロン類	

	  

	
	  
	

(1)フロン類の転換、
再生利用による新
規製造量等の削減 

(2)冷媒転換の促進 
（ノンフロン・低GWPフ
ロン製品への転換） 

フロン	  
メーカー	 製品メーカー	

一
部
再
生
利
用 

（

回
収
率
向
上）
	

再
生
品	

　　　	
ユーザー	

充塡回収業者
（回収）	破壊業者	

定期点検	

不調時点
検・充塡	

低

	
再
生
品	

ｼｮｰｹｰｽ	

漏えい量報告	

充塡回収業者
（充塡）	

充塡量報告	

※ＧＷＰ＝地球温暖化係数	

(4)充填行為の適正化	 

(3)業務用機器
の冷媒適正管理 
（使用時漏えい
の削減）	(4)再生行為の適

正化、証明書に
よる再生／破壊
完了の確認	 

エアコン	

ノンフロン・低
ＧＷＰの冷媒	

改正フロン法による対象拡大	

回収・破壊義務（改正前から）	

再生業者	
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５．具体的対策の方向性②フロン類使用製品のノンフロン・
低ＧＷＰ化促進（機器・製品メーカーによる転換）	 

○フロン類使用製品のノンフロン・低GWP化を推進し、市中フロンストックの削減（根本的排
出抑制）を図る。 

○環境負荷低減のイノベーションを加速し、世界市場における競争力を強化。 
冷媒フロン類使用機器の製造・輸入業者に対する措置	
　一定量以上のフロン類使用機器（※）を製造・輸入する者に対し、国が製品の適切な区分ごとに機器
の温室効果低減に係る基準値を設定。一定の目標年度における製品区分毎の加重平均で、基準値
達成を求める。 
※一定のフロン使用製品（断熱材等）についても同様の措置を検討	

基準設定時	

冷
媒

温
暖
化
影
響

関

指
標	

目標年度	

製品区分毎に 
加重平均で 
達成を判断 
 

※機器の大きさ
が様々であるこ
とを考慮すること

が必要。	

冷媒転換	  
量削減など	

（４０４Ａ冷媒）	

（ＣＯ２冷媒）	

（ＣＯ２冷媒）	

冷媒転換の例（ショーケース）	

基
準
値	

　温室効果に加え、 
　安全性、性能、経済性等を 
　考慮して基準設定 

ＨＦＣ冷媒	

ノンフロン・低ＧＷＰ冷媒	

※　機器の種類ごとに代替冷媒の選択肢
は異なるため、安全性、性能、経済性
等の課題克服に向け、技術開発・規制
のあり方検討等の取組が必要。	



11	 

（参考）冷凍空調機器の冷媒転換状況	 

現行販売製品の	  
使用冷媒	  	 HFC使用機の市中状況	 冷媒転換の状況	 備考	 

ショーケース	 ＨＦＣ	  	 
（Ｒ-‐４０４Ａ）	  	 
（GWP=3920)	 

市中稼働台数	  	 
約１４０万台	  	 

１台当たり冷媒量	 

数十～数百ｋｇ	  	 

「温暖化係数(GWP)=1」の二酸化炭素
（ＣＯ２）冷媒を用いた技術が開発され
普及を目指している。	  	 

イニシャルコストが高いことやメ
ンテナンス体制の確立が普及
に向けた課題。	  	 

大型	 
冷凍機	 
（倉庫等）	 

ＨＦＣ（Ｒ-‐１３４a）	  	 
（GWP=1430)	  	 

市中稼働台数	  	 
約０．８万台	  	 

１台当たり冷媒量	 

数百ｋｇ～数ｔ	  	 

ＮＨ３／ＣＯ２の二元冷媒系技術が実用
化されている。	  	 

ＮＨ３（アンモニア）を用いる場
合は、毒性に対する保安対策
が必要。	  人口密集地等では使

用困難か。	  	 ＮＨ３／ＣＯ２等	  	 

カーエアコン	 ＨＦＣ	  	 
（Ｒ-‐１３４a）	  	 

（GWP=1430)	  	 

市中稼働台数	  	 
約６，５００万台	  	 

１台当たり冷媒量数百ｇ	 

欧州市場では低温室効果冷媒への転
換規制あり(GWP150以下）。日本でも転
換が検討されている。	  	 

１２３４ｙｆはコスト及び微燃性と
いった課題があり検討中。	 

大型	 
冷凍	 
空調	 

ＨＦＣ（Ｒ-‐１３４a）	  	 
（GWP=1430)	  	 

市中稼働台数	  	 
約０．８万台	  	 

１台当たり冷媒量	  	 
数百～数ｔ	  	 

新冷媒候補例はHFO-‐1234ze（GWP=6）	  	 
候補冷媒を用いた実用化開発中	 

コスト・効率の改善及び微燃性
の対応が課題	 

業務用空調	 

ＨＦＣ（Ｒ-‐４１０Ａ）	  	 
（GWP=2090)	 

ＨＦＣ（Ｒ-‐４０７C）	  	 
（GWP=1770)	 

市中稼働台数	  	 
約１０００万台	  	 

１台当たり冷媒量	  	 
数ｋｇ～数百ｋｇ	  	 

大型のビル用エアコン（冷媒

量数十ｋｇ以上）	  	 
は約１００万台	 

当面の新冷媒候補例は
HFC-‐32（GWP=675）	  等であるが、さらな
る低ＧＷＰ冷媒の開発が期待される。	 

実用化開発段階で微燃性の課題を各
種研究機関で鋭意検証中	  	 
チラーの新冷媒候補例はHFO‐１２３４ｙｆ
（GWP=4）	  実用化開発中	 

HFC-‐32は現状製品に比べれば、
コスト・効率とも大幅に改善可
能。微燃性の対応が課題	  	 

家庭用空調	  	 

ＨＦＣ（Ｒ-‐４１０Ａ）	  	 
（GWP=2090)	  	 

市中稼働台数	  	 
約１０，０００万台	  	 
１台当たり冷媒量	  	 

約１ｋｇ	  	 

当面の新冷媒候補例はHFC-‐32及び
HFO‐１２３４ｙｆ（GWP=4）等であるが、さ
らなる低ＧＷＰ冷媒の開発が期待される。	  	 
HFC-‐32を冷媒として使用した製品が一
部商品化。	  	 

HFC-‐32は現状製品に比べれば、
コスト・効率とも改善可能。微燃
性の対応が課題	  	 



生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設（法人税・所得税・法人住民税・事業税） 平成 26 年度税制改正要望	

Ｂ．生産ラインやオペレーションの刷新・改善	

○旧モデルと比べて年平均１％以上生産性を向上させる 新モデル 

Ａ．先端設備	

○事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収益率が１５％以上 
　（中小企業は５％以上）	

＜対象＞ 
◆機械・装置(限定なし） 
◆器具・備品 

（試験・測定機器、冷凍器付陳列ケース、サーバー（※）など） 
◆建物関連（ボイラー、ＬＥＤ照明、断熱材・断熱窓など）、 
◆稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウエア（※） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　※サーバーとソフトウェアは中小企業のみ 
◆工具（ロール） 

 
＜確認方法＞ 
各設備を担当する工業会等が、メーカーから申請を受けて確認	

＜対象＞機械・装置、工具、器具備品、ソフトウエア、	
　　　　建物、建物附属設備及び構築物	
　　　　	
＜確認方法＞申請者が作成する簡素な設備投資計画を、	

　　　　会計士又は税理士がチェックし、経産局が確認。	
	

（注）産業競争力強化法（案）の施行日から適用 

※　産業競争力強化法（案）の省令において対象設備の
基準を定める。同法に基づく実行計画において達成
すべき生産性・エネルギー効率の向上目標を明示。	

○先端設備導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善のための設備投資を、即時償却又は５％税額控除という、	  
　 異次元の優遇措置で支援。	  
○製造業のみならず、物流・流通サービス業をはじめとする非製造業も活用可能。	  
○法律上の計画認定を要しない簡便な手続き。産業競争力強化法（案）の施行日から前倒し適用。	  

	       ⇒本税制等の措置を活用し、今後３年間で、設備投資を、リーマンショック前の年間７０兆円に回復させる。	  

対象設備	

※個々の設備等は、生産性向上・ 新モデル要件を満たす必要なし	

税制措置	
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Ｈ２５	  
年度中	  
（注）	  

Ｈ２６	  
年度	  

Ｈ２７	  
年度	  	  

Ｈ２８	  
年度	  

特別	  
償却	

即時	 即時	 即時	
５０％	  
特償	

（うち建物、
構築物）	 即時	 即時	 即時	

２５％	  
特償	

税額	  
控除	

５％	 ５％	 ５％	 ４％	

（うち建物、
構築物）	

３％	 ３％	 ３％	 ２％	



（参考）活用事例のイメージ	

Ø  製造業Aでは、従来異なる工場で溶接、組立を行っていたが、高気密・高断熱の新工場を設立し、生産ラインを集約。 
Ø  生産ラインを集約化したことによる物流効率化や新型機械の導入により生産効率が２０％以上、新工場の省エネ化（建屋

の他、照明・空調設備も刷新）によりエネルギー効率６０％以上向上。	

組立棟①	

組
立
棟
②	整備工場	

溶
接
棟

①	

溶
接
棟

②	

部品置場	

溶
接	

組立①	

組立②	

新工場設立により
適な生産工程が

実現	

建屋、照明・空調
設備の刷新によ

る大幅な省エネ化	
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１．生産ラインの刷新・改善	

２．小売業における省エネ設備の導入	

Ø  小売業B社では、店舗における空調・冷蔵陳列棚を一斉に省エネ設備に入れ替えることで、年間電力使用量を、１０％以上
削減。	

省エネ冷蔵凍陳列棚の導入	

省エネ空調の導入	



	 

	 
○　代替フロン等３ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６）は、ＣＯ２の数千倍の

温室効果を有する京都議定書の排出削減対象物質であり、その
排出削減は地球温暖化対策として重要な課題です。特に冷凍空
調機器の冷媒である代替フロン（ＨＦＣ）は、オゾン層破壊物質　
（ＣＦＣ、ＨＣＦＣ）からの転換が進行するため排出量の急増が見
込まれ、省エネ性に優れたノンフロン製品の商業化が急務となっ
ています。 
	 
○　このため、代替フロン等３ガスの排出削減に資する先進的
技術（低温室効果・ノンフロン冷媒の冷凍・冷蔵技術等）の
確立・ノンフロン製品の商業化に向け、民間で行われる先導
的な現場実証事業（複数種の機器について、それぞれ複数の気
候帯等での実証）に対し、その対象機器等に応じ一定規模
（1/2、1/3）の補助を行います。	 

	 

	 

製造産業局化学物質管理課 
オゾン層保護等推進室 

03-3501-4724 

	 

○　今後、特に排出量の急増が見込まれる冷凍・冷
蔵ショーケースなど冷凍空調機器分野を中心とし
て、省エネ性に優れた以下のような製品等の先導
的な現場実証事業を支援します。	 
	 
	 
	 

事業の内容 事業イメージ 
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事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国	 民間企業等	 

補助	 補助	 

民間企業
等	 

（補助率	 
1/2,1/3）	 

【ノンフロン断熱材】	 

省エネルギー型代替フロン等排出削減技術実証支援事業 
平成２６年度概算要求額　７．０億円（２．５億円） 

代替フロン等３ガスの排出見通し（ＢＡＵ）	 
（百万t-CO2）	 

【ノンフロン冷凍冷蔵
ショーケース】	 

CO2	 
冷媒	 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

1995	  
(基準年)	  

2000	   2008	   2009	   2010	   2020	  
(BAU)	  

冷凍空調以外（主に産業分野）	  
冷凍空調分野	  

	
ナノセルラー発泡体　　	
　　　　	
	
	



（参考）改正法による主な排出量削減効果の試算	 
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○事務局において、各種前提を置き主な対策効果を試算。対策を具体化する中で必要に応じ見直す予定。	

	  万ｔ-‐CO2	 排出量(ＢＡＵ※注１)	 冷媒転換	 冷媒管理	 削減量計	 

2010年	 1,713	 ―	 ―	 ―	 

2020年	 4,020	 ▲390～660	 ▲530～950	 ▲970～1,560	 
2030年	 4,810	 ▲2,210～2,730	 ▲270～560	 ▲2,550～3,180（※注２）	 

※注1：平成24年6月中央環境審議会地球環境部会資料より。注2：温室効果ガス総量への影響：1990年総排出量約12億ｔ（CO2換算）の約2～3％に相当。	

試算の前提 　　主な冷媒転換及び冷媒管理の対策効果について試算   	

（１）冷媒転換	
①主要な冷凍空調機器を対象として、現時点の技術開発状況を踏まえ、実現可能な範囲での冷媒への転換を想定（機器ごとの

GWP値が現行の７割以上削減されるものとして推定）。 	
②機器の使用期間（新冷媒機器への買換時期）は、製品分類ごとの過去の実績値より７年から２０年に設定。	
③冷媒転換目標の設定後、新規出荷製品は3～6年で新冷媒に全て転換するものと仮定（過去の実績より）。　		
（２）冷媒管理	
①経産省モデル事業における調査結果を踏まえ、一定規模以上の冷凍冷蔵・空調機器について年1回の点検をすることにより、点

検されない場合に比べて冷媒漏洩量が８０％削減されると推定。	
②上記以外の中小型機器については、漏えい量報告制度の導入による事業者の自主管理水準の向上や必要な機器の修理をし

ないまま繰り返し充塡することによる冷媒の漏えいの防止等によって、冷媒の漏えいが別置型ショーケースで５０％、それ以外で
１０％程度削減されるものと推定。	

（参考）大型機器の定期点検を導入した場合の電力ロス等削減効果	
○冷凍空調機器は、冷媒漏えいにより効率が大幅に低下。通常、初期充填量比平均で50％程度漏えいした後に冷媒が補充され、この時点では電

力量が平均して約20％の増加（日本冷凍空調工業会より提供）。	

（例）食品スーパーにおける平均的な点検効果（ショーケース室外機６台を所有する場合の１店舗当たり平均）	
電力ロス　　 　 　約20万円	

補充冷媒費用　 約３５万円　（日本冷凍空調設備工業連合会提供の平均冷媒料金に基づいて試算）	
点検費用        ▲約６万円　（間接法による点検の場合。日本冷凍空調設備工業連合会提供）	

       合計　　　　　  食品スーパー等１店舗あたり年間約49万円の費用削減効果 （業界全体（18,000店舗）で約88億円のメリットを期待）	



	  
	  

【経済産業省　フロン類等対策ウェブサイト】	  
h?p://www.meF.go.jp/policy/chemical_management/ozone/index.html	  


